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衆
議
院
議
員
長
妻
昭
君
提
出
天
下
り
の
総
枠
規
制
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

「
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
」
は
、
平
成
八
年
九
月
二
十
日
開
催
の
公
益
法
人
等
の
指
導
監
督
等
に
関

す
る
関
係
閣
僚
会
議
（
以
下
「
関
係
閣
僚
会
議
」
と
い
う
。
）
で
了
解
さ
れ
、
同
日
の
閣
議
で
決
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、

同
基
準
に
お
い
て
、
公
益
法
人
の
理
事
の
う
ち
、
所
管
す
る
官
庁
の
出
身
者
が
占
め
る
割
合
は
、
理
事
現
在
数
の
三
分
の
一

以
下
と
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
基
準
の
運
用
に
当
た
っ
て
の
具
体
的
、
統
一
的
な
指
針
と
し
て
、
平
成
八
年
十
二

月
十
九
日
開
催
の
関
係
閣
僚
会
議
幹
事
会
に
お
い
て
、
「
公
益
法
人
の
設
立
許
可
及
び
指
導
監
督
基
準
の
運
用
指
針
」
（
以

下
「
運
用
指
針
」
と
い
う
。
）
の
申
合
せ
を
行
っ
た
。
運
用
指
針
に
お
い
て
、
所
管
す
る
官
庁
の
出
身
者
と
は
、
「
�
本
省

庁
課
長
相
当
職
以
上
（
教
育
職
、
研
究
職
、
医
療
職
は
除
く
。
）
を
経
験
、
�
そ
の
者
の
い
わ
ゆ
る
「
親
元
省
庁
」
が
当
該

法
人
を
所
管
す
る
官
庁
（
官
庁
の
組
織
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
、
変
更
前
の
官
庁
組
織
等
の
状
況
も
考
慮
す
る
。
）
、
�
退

職
後
十
年
未
満
の
間
に
当
該
法
人
の
理
事
に
就
任
（
公
務
員
を
退
職
後
五
年
以
上
を
経
て
お
り
、
こ
の
間
、
当
該
公
益
法
人

の
職
員
に
就
い
て
い
た
者
を
除
く
。
）
」
と
い
う
要
件
を
す
べ
て
満
た
す
者
を
指
す
旨
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

関
係
閣
僚
会
議
幹
事
会
の
構
成
員
は
、「
公
益
法
人
等
の
指
導
監
督
等
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
の
開
催
に
つ
い
て
」（
平

一



成
八
年
七
月
十
六
日
閣
議
口
頭
了
解
）
に
お
い
て
、
関
係
行
政
機
関
の
職
員
で
内
閣
総
理
大
臣
が
指
名
し
た
官
職
に
あ
る
者

と
さ
れ
、
平
成
八
年
十
二
月
十
九
日
当
時
の
構
成
員
は
、
田
波
耕
治
内
閣
官
房
内
閣
内
政
審
議
室
長
、
榊
誠
内
閣
総
理
大
臣

官
房
管
理
室
長
、
濱
崎
恭
生
法
務
省
民
事
局
長
、
野
田
健
警
察
庁
長
官
官
房
長
、
河
野
昭
総
務
庁
長
官
官
房
長
、
松
川
隆
志

北
海
道
開
発
庁
総
務
監
理
官
、
江
間
清
二
防
衛
庁
長
官
官
房
長
、
竹
島
一
彦
経
済
企
画
庁
長
官
官
房
長
、
青
江
茂
科
学
技
術

庁
科
学
技
術
振
興
局
長
、
岡
田
康
彦
環
境
庁
長
官
官
房
長
、
嘉
手
川
勇
沖
縄
開
発
庁
総
務
局
長
、
近
藤
茂
夫
国
土
庁
長
官
官

房
長
、
頃
安
健
司
法
務
大
臣
官
房
長
、
原
口
幸
市
外
務
大
臣
官
房
長
、
涌
井
洋
治
大
蔵
大
臣
官
房
長
、
佐
藤
禎
一
文
部
大
臣

官
房
長
、
近
藤
純
五
郎
厚
生
大
臣
官
房
長
、
高
木
勇
樹
農
林
水
産
大
臣
官
房
長
、
渡
辺
修
通
商
産
業
省
産
業
政
策
局
長
、
相

原
力
運
輸
省
運
輸
政
策
局
長
、
天
野
定
功
郵
政
大
臣
官
房
長
、
渡
辺
信
労
働
大
臣
官
房
長
、
小
野
邦
久
建
設
大
臣
官
房
長
及

び
谷
合
靖
夫
自
治
大
臣
官
房
長
で
あ
る
。

運
用
指
針
は
、
「
公
益
法
人
に
関
す
る
年
次
報
告
」
や
、
総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
お
い
て
公
表
し
て
い
る
。

二
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
公
益
法
人
等
に
つ
い
て
調
査
を
行
う
こ
と
は
、
膨
大
な
作
業
を
要
す
る
こ
と
か
ら
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難

で
あ
る
。

二



五
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
必
要
な
調
査
を
実
施
し
た
上
で
、
今
後
、
所
要
の
見
直
し
を
行
っ
て
ま
い
り
た
い
。

三


